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(57)【要約】
【課題】周期信号に同期して動作する半導体装置におい
て故障の状態を正確に判断する。
【解決手段】第１の周期信号生成部は、第１の周期信号
を生成する。第２の周期信号生成部は、前記第１の周期
信号から第２の周期信号を生成する。第３の周期信号生
成部は、第１の周期信号から第３の周期信号を生成する
。判定部は、第１および第２の前記周期信号の組と第２
および第３の前記周期信号の組と第１および第３の前記
周期信号の組とのそれぞれについて組内の一対の周期信
号の周波数の比率が略一定であるか否かを判定する。故
障個所特定部は、２つの組において比率が略一定でない
場合には第１、第２および第３の周期信号生成部のうち
２つの組に共通に含まれる周期信号に対応する周期信号
生成部を故障個所として特定する。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の周期信号を生成する第１の周期信号生成部と、
　前記第１の周期信号から第２の周期信号を生成する第２の周期信号生成部と、
　前記第１の周期信号から第３の周期信号を生成する第３の周期信号生成部と、
　前記第１および第２の前記周期信号の組と前記第２および第３の前記周期信号の組と前
記第１および第３の前記周期信号の組とのそれぞれについて前記組内の一対の周期信号の
周波数の比率が略一定であるか否かを判定する判定部と、
　２つの前記組において前記比率が略一定でない場合には前記第１、第２および第３の周
期信号生成部のうち前記２つの組に共通に含まれる周期信号に対応する周期信号生成部を
故障個所として特定する故障個所特定部と
を具備する半導体装置。
【請求項２】
　前記特定された故障個所を復帰させる復帰処理を行う復帰処理部をさらに具備する
請求項１記載の半導体装置。
【請求項３】
　少なくとも１つの前記組について当該組内の前記比率の設定値を保持するレジスタをさ
らに具備し、
　前記第１、第２および第３の周期信号生成部の少なくとも１つは前記設定値に基づいて
周期信号を生成し、
　前記復帰処理は、前記レジスタに前記設定値を再度保持させる再設定処理を含む
請求項２記載の半導体装置。
【請求項４】
　予備周期信号を生成する予備回路をさらに具備し、
　前記復帰処理は、前記第１、第２および第３の周期信号のうち前記故障個所に対応する
周期信号の代わりに前記予備周期信号を前記判定部に出力させる切替え処理を含む
請求項３記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記判定部は、前記第１、第２および第３の周期信号のうち複数の信号と前記予備周期
信号との組について前記比率が略一定であるか否かをさらに判定し、
　前記故障個所特定部は、前記第１、第２および第３の周期信号生成部と前記予備回路と
のいずれかを前記故障個所として特定し、
　前記復帰処理部は、前記予備回路が故障していない場合には前記第１、第２および第３
の周期信号のうち前記故障個所に対応する周期信号の代わりに前記予備周期信号を前記判
定部に出力させる
請求項４記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記復帰処理部は、前記再設定処理の後に前記切替え処理を行う
請求項４記載の半導体装置。
【請求項７】
　前記第１の周期信号に同期して第１の計数値を計数する第１のカウンタと、
　前記第２の周期信号に同期して第２の計数値を計数する第２のカウンタと、
　前記第３の周期信号に同期して第３の計数値を計数する第３のカウンタと
をさらに具備し、
　前記判定部は、前記第１および第２の計数値の組と前記第２および第３の計数値の組と
前記第１および第３の計数値の組のそれぞれについて前記組内の一対の計数値の比率が略
一定値であるか否かを判定する
請求項１記載の半導体装置。
【請求項８】
　前記第１、第２および第３の周期信号のいずれかに同期して画像データを撮像する撮像
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部と、
　前記特定された故障個所を示す情報を前記画像データに重畳する重畳部と
をさらに具備する
請求項１記載の半導体装置。
【請求項９】
　前記第１、第２および第３の周期信号生成部の少なくとも１つは、位相同期回路である
請求項１記載の半導体装置。
【請求項１０】
　前記第１、第２および第３の周期信号生成部の少なくとも１つは、分周器である
請求項１記載の半導体装置。
【請求項１１】
　前記第１、第２および第３の周期信号生成部の少なくとも１つは、水晶発振器である
請求項１記載の半導体装置。
【請求項１２】
　前記第１および第２の前記周期信号の組と前記第２および第３の前記周期信号の組と前
記第１および第３の前記周期信号の組とのそれぞれについて前記組内の一対の周期信号の
周波数の比率が略一定であるか否かを判定する判定手順と、
　２つの前記組において前記比率が略一定でない場合には前記第１、第２および第３の周
期信号生成部のうち前記２つの組に共通に含まれる周期信号に対応する周期信号生成部を
故障個所として特定する故障個所特定手順と
を具備する半導体装置の制御方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術は、半導体装置および半導体装置の制御方法に関する。詳しくは、周期信号に同
期して動作する半導体装置および半導体装置の制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、自動車に対して、性能や快適性、燃費の良さなどの他、安全性に関する要求が高
まっている。この安全性を確保するために、先進運転支援システム（ＡＤＡＳ：Advanced
 Driver Assistance System）の普及が進められている。このＡＤＡＳでは、レーダーや
カメラなどのセンサーで障害物を検知した際に、半導体装置がブレーキを作動させるなど
の機能が実現されている。このような車載の半導体装置では、一般に高度な信頼性が要求
される。この信頼性を確保するために、半導体装置の故障を動作中に検知する自己診断（
BIST：Built-In Self Test)機能が求められる。
【０００３】
　例えば、水晶発振器からの基準クロックを逓倍して動作クロックを生成する位相同期回
路を監視し、故障を検知する半導体装置が提案されている（例えば、特許文献１参照。）
。この半導体装置は、水晶発振器が故障しないことを前提としており、基準クロックに同
期して計数された計数値と動作クロックに同期して計数された計数値との比率が逓倍比で
ない場合に位相同期回路の故障を検知する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特昭６２－１３６９１６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述の従来技術では、水晶発振器が故障しないことを前提としているた
め、水晶発振器に故障が生じた場合に位相同期回路の故障と誤って検知してしまう。この
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誤検知を避けるために、２つの計数値の比率が逓倍比でない場合に水晶発振器および位相
同期回路のいずれかが故障したと判断することもできるが、２つの計数値のみでは、水晶
発振器および位相同期回路のどちらが故障したかを特定することはできない。このように
、上述の半導体装置では、故障の状態を正確に判断することができないという問題がある
。
【０００６】
　本技術はこのような状況に鑑みて生み出されたものであり、周期信号に同期して動作す
る半導体装置において故障の状態を正確に判断することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本技術は、上述の問題点を解消するためになされたものであり、その第１の側面は、第
１の周期信号を生成する第１の周期信号生成部と、前記第１の周期信号から第２の周期信
号を生成する第２の周期信号生成部と、前記第１の周期信号から第３の周期信号を生成す
る第３の周期信号生成部と、前記第１および第２の前記周期信号の組と前記第２および第
３の前記周期信号の組と前記第１および第３の前記周期信号の組とのそれぞれについて前
記組内の一対の周期信号の周波数の比率が略一定であるか否かを判定する判定部と、２つ
の前記組において前記比率が略一定でない場合には前記第１、第２および第３の周期信号
生成部のうち前記２つの組に共通に含まれる周期信号に対応する周期信号生成部を故障個
所として特定する故障個所特定部とを具備する半導体装置、および、その制御方法である
。これにより、２つの組において一対の周期信号の周波数の比率が略一定でない場合に故
障個所が特定されるという作用をもたらす。
【０００８】
　また、この第１の側面において、上記特定された故障個所を復帰させる復帰処理を行う
復帰処理部をさらに具備してもよい。これにより、故障個所が復帰するという作用をもた
らす。
【０００９】
　また、この第１の側面において、少なくとも１つの前記組について当該組内の前記比率
の設定値を保持するレジスタをさらに具備し、前記第１、第２および第３の周期信号生成
部の少なくとも１つは前記設定値に基づいて周期信号を生成し、前記復帰処理は、前記レ
ジスタに前記設定値を再度保持させる再設定処理を含んでもよい。これにより、レジスタ
に設定値が再度保持されるという作用をもたらす。
【００１０】
　また、この第１の側面において、予備周期信号を生成する予備回路をさらに具備し、上
記復帰処理は、上記第１、第２および第３の周期信号のうち上記故障個所に対応する周期
信号の代わりに上記予備周期信号を上記判定部に出力させる切替え処理を含んでもよい。
これにより、故障個所に対応する周期信号の代わりに予備周期信号が出力されるという作
用をもたらす。
【００１１】
　また、この第１の側面において、前記判定部は、前記第１、第２および第３の周期信号
のうち複数の信号と前記予備周期信号との組について前記比率が略一定であるか否かをさ
らに判定し、前記故障個所特定部は、前記第１、第２および第３の周期信号生成部と前記
予備回路とのいずれかを前記故障個所として特定し、前記復帰処理部は、前記予備回路が
故障していない場合には前記第１、第２および第３の周期信号のうち前記故障個所に対応
する周期信号の代わりに前記予備周期信号を前記判定部に出力させてもよい。これにより
、予備回路が故障していない場合には故障個所に対応する周期信号の代わりに予備周期信
号が出力されるという作用をもたらす。
【００１２】
　また、この第１の側面において、上記復帰処理部は、上記再設定処理の後に上記切替え
処理を行ってもよい。これにより、再設定処理の後に切替え処理が行われるという作用を
もたらす。



(5) JP 2017-199104 A 2017.11.2

10

20

30

40

50

【００１３】
　また、この第１の側面において、前記第１の周期信号に同期して第１の計数値を計数す
る第１のカウンタと、前記第２の周期信号に同期して第２の計数値を計数する第２のカウ
ンタと、前記第３の周期信号に同期して第３の計数値を計数する第３のカウンタとをさら
に具備し、前記判定部は、前記第１および第２の計数値の組と前記第２および第３の計数
値の組と前記第１および第３の計数値の組のそれぞれについて前記組内の一対の計数値の
比率が略一定値であるか否かを判定してもよい。これにより、計数値の比率が略一定値で
あるか否かが判定されるという作用をもたらす。
【００１４】
　また、この第１の側面において、上記第１、第２および第３の周期信号のいずれかに同
期して画像データを撮像する撮像部と、上記特定された故障個所を示す情報を上記画像デ
ータに重畳する重畳部とをさらに具備してもよい。これにより、故障個所を示す情報が画
像データに重畳されるという作用をもたらす。
【００１５】
　また、この第１の側面において、上記第１、第２および第３の周期信号生成部の少なく
とも１つは、位相同期回路であってもよい。これにより、位相同期回路が故障個所として
特定されるという作用をもたらす。
【００１６】
　また、この第１の側面において、上記第１、第２および第３の周期信号生成部の少なく
とも１つは、分周器であってもよい。これにより、分周器が故障個所として特定されると
いう作用をもたらす。
【００１７】
　また、この第１の側面において、上記第１、第２および第３の周期信号生成部の少なく
とも１つは、水晶発振器であってもよい。これにより、水晶発振器が故障個所として特定
されるという作用をもたらす。
【発明の効果】
【００１８】
　本技術によれば、周期信号に同期して動作する半導体装置において故障の状態を正確に
判断することができるという優れた効果を奏し得る。なお、ここに記載された効果は必ず
しも限定されるものではなく、本開示中に記載されたいずれかの効果であってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本技術の第１の実施の形態における車載カメラの一構成例を示すブロック図であ
る。
【図２】本技術の第１の実施の形態における車両の上面図の一例である。
【図３】本技術の第１の実施の形態における撮像素子の一構成例を示すブロック図である
。
【図４】本技術の第１の実施の形態における信号処理チップの一構成例を示すブロック図
である。
【図５】本技術の第１の実施の形態におけるＰＬＬブロックの一構成例を示すブロック図
である。
【図６】本技術の第１の実施の形態における分周器ブロックの一構成例を示すブロック図
である。
【図７】本技術の第１の実施の形態における故障検知部の一構成例を示すブロック図であ
る。
【図８】本技術の第１の実施の形態におけるＰＬＬ群故障検知部の一構成例を示すブロッ
ク図である。
【図９】本技術の第１の実施の形態におけるＰＬＬ群故障検知部内の故障個所特定部の動
作の一例を示す図である。
【図１０】本技術の第１の実施の形態における分周器ブロック故障検知部の一構成例を示
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すブロック図である。
【図１１】本技術の第１の実施の形態における分周器ブロック故障検知部内の故障個所特
定部の動作の一例を示す図である。
【図１２】本技術の第１の実施の形態における復帰処理部の一構成例を示すブロック図で
ある。
【図１３】本技術の第１の実施の形態におけるステータス情報のデータ構成の一例を示す
図である。
【図１４】本技術の第１の実施の形態における復帰処理部の動作の一例を示す図である。
【図１５】本技術の第１の実施の形態における撮像素子が故障した際の車載カメラの動作
の一例を示すシーケンス図である。
【図１６】本技術の第１の実施の形態におけるＰＬＬブロックが故障した際の車載カメラ
の動作の一例を示すシーケンス図である。
【図１７】本技術の第１の実施の形態の変形例における分周器ブロックの一構成例を示す
ブロック図である。
【図１８】本技術の第１の実施の形態の変形例における分周器ブロック故障検知部の一構
成例を示すブロック図である。
【図１９】本技術の第１の実施の形態の変形例における復帰処理部の動作の一例を示す図
である。
【図２０】本技術の第２の実施の形態における信号処理チップの一構成例を示すブロック
図である。
【図２１】本技術の第２の実施の形態における画像データのデータ構成の一例を示す図で
ある。
【図２２】本技術の第２の実施の形態におけるステータス情報の格納場所の一例を示す図
である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本技術を実施するための形態（以下、実施の形態と称する）について説明する。
説明は以下の順序により行う。
　１．第１の実施の形態（３つ以上の判定フラグから故障個所を特定する例）
　２．第２の実施の形態（３つ以上の判定フラグから故障個所を特定して故障個所の情報
を画像データに重畳する例）
【００２１】
　＜１．第１の実施の形態＞
　［車載カメラの構成例］
　図１は、第１の実施の形態における車載カメラ１００の一構成例を示すブロック図であ
る。この車載カメラ１００は、車両に搭載されるカメラであり、水晶発振器１１０、撮像
素子２００、信号処理チップ３００およびバックエンドチップ１２０を備える。なお、車
載カメラ１００は、特許請求の範囲に記載の半導体装置の一例である。
【００２２】
　水晶発振器１１０は、水晶の圧電効果を利用して一定の周波数の周期信号をクロック信
号ＣＬＫXtalとして生成するものである。この水晶発振器１１０は、クロック信号ＣＬＫ

Xtalを撮像素子２００および信号処理チップ３００に信号線１１９を介して供給する。な
お、水晶発振器１１０は、特許請求の範囲に記載の第１の周期信号生成部の一例である。
【００２３】
　撮像素子２００は、画像データを撮像するものである。この撮像素子２００は、クロッ
ク信号ＣＬＫXtalを逓倍比１／ＮIMGで逓倍してクロック信号ＣＬＫIMGを内部で生成する
。ここで、ＮIMGは所定の実数であり、信号処理チップ３００により信号線２０８を介し
て撮像素子２００に供給される。
【００２４】
　そして、撮像素子２００は、内部で生成したクロック信号ＣＬＫＩＭＧに同期して画像
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データを撮像し、クロック信号ＣＬＫIMGおよび画像データを信号処理チップ３００に信
号線２０９を介して供給する。
【００２５】
　信号処理チップ３００は、クロック信号ＣＬＫXtalに同期して、画像データに対して所
定の信号処理を実行するものである。この信号処理チップ３００は、信号処理後の画像デ
ータをバックエンドチップ１２０に信号線３０９を介して供給する。また、信号処理チッ
プ３００は、車載カメラ１００の状態を示すステータス情報を生成してバックエンドチッ
プ１２０に信号線３０８を介して供給する。このステータス情報は、車載カメラ１００の
故障の有無や故障個所を示すエラーステータスを含む。
【００２６】
　バックエンドチップ１２０は、画像データを解析するものである。この解析においては
、例えば、歩行者や障害物の有無が判定される。そして、バックエンドチップ１２０は、
解析結果をブレーキやハンドルを制御する制御回路（不図示）に送信する。制御回路は、
画像データの解析結果に基づいてブレーキ等を制御する。これにより、ＡＤＡＳ機能を実
現することができる。また、バックエンドチップ１２０は、車載カメラ１００に故障が生
じたことをステータス情報が示す場合に所定のアラーム信号を表示装置（不図示）やスピ
ーカ（不図示）に出力する。表示装置の表示や、スピーカの音声出力により、ドライバー
にアラーム信号の内容が通知される。なお、バックエンドチップ１２０は、記録装置に画
像データや解析結果を記録してもよいし、通信インターフェースを介して外部に画像デー
タ等を送信してもよい。
【００２７】
　なお、水晶発振器１１０、撮像素子２００、信号処理チップ３００およびバックエンド
チップ１２０を車載カメラ１００に設けているが、パーソナルコンピュータやスマートフ
ォンなど、車載カメラ１００以外の電子機器に設けてもよい。
【００２８】
　図２は、第１の実施の形態における車両の上面図の一例である。車載カメラ１００は、
例えば、車両の前方の取り付け位置５００に取付けられる。また、車載カメラ１００と同
一の構成のカメラが、車両の側面の取り付け位置５０１や５０３に取付けられる。また、
車載カメラ１００と同一の構成のカメラが、車両の上部の取り付け位置５０２や、車両の
後方の取り付け位置５０４に取付けられる。なお、これらの取り付け位置の全てにカメラ
を搭載しているが、これらの一部にのみ搭載してもよい。
【００２９】
　［撮像素子の構成例］
　図３は、第１の実施の形態における撮像素子２００の一構成例を示すブロック図である
。この撮像素子２００は、垂直走査回路２１０、画素アレイ部２２０、タイミング制御回
路２３０およびカラムＡＤＣ（Analog-to-Digital Converter）２４０および水平走査回
路２５０を備える。また、撮像素子２００は、ＰＬＬ（Phase Locked Loop）ブロック２
６０および出力部２７０を備える。このＰＬＬブロック２６０は、ＰＬＬ２６１およびレ
ジスタ２６２を備える。
【００３０】
　レジスタ２６２は、信号処理チップ３００からの分周比ＮIMGを保持するものである。
ＰＬＬ２６１は、クロック信号ＣＬＫXtalを逓倍するものである。このＰＬＬ２６１は、
レジスタ２６２から分周比ＮIMGを読み出し、クロック信号ＣＬＫXtalを逓倍比１／ＮIMG

で逓倍してクロック信号ＣＬＫIMGを生成する。逓倍比１／ＮIMGは、１以上の値に設定さ
れる。後述する他の逓倍比についても同様である。そして、ＰＬＬ２６１は、クロック信
号ＣＬＫIMGをタイミング制御回路２３０および信号処理チップ３００に供給する。なお
、ＰＬＬ２６１は、特許請求の範囲に記載の第３の周期信号生成部の一例である。
【００３１】
　画素アレイ部２２０には、二次元格子状に複数の画素回路が配列される。所定の方向に
配列された画素回路の集合を以下、「行」と称し、その方向に垂直な方向に配列された画
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素回路の集合を以下、「列」と称する。
【００３２】
　タイミング制御回路２３０は、クロック信号ＣＬＫＩＭＧに同期して垂直走査回路２１
０、カラムＡＤＣ２４０および水平走査回路２５０を制御するものである。
【００３３】
　垂直走査回路２１０は、タイミング制御回路２３０の制御に従って行を選択して駆動す
るものである。
【００３４】
　カラムＡＤＣ２４０には列ごとにＡＤＣが設けられる。ＡＤＣは、対応する列からの画
素信号をデジタル信号にＡＤ変換するものである。このＡＤＣは、水平走査回路２５０の
制御に従ってＡＤ変換した信号を画素データとして出力部２７０に供給する。
【００３５】
　水平走査回路２５０は、タイミング制御回路２３０の制御に従って列を選択し、その選
択した列のＡＤＣを駆動するものである。
【００３６】
　出力部２７０は、画素データからなる画像データを信号処理チップ３００に出力するも
のである。
【００３７】
　なお、垂直走査回路２１０、画素アレイ部２２０、タイミング制御回路２３０、カラム
ＡＤＣ２４０、水平走査回路２５０および出力部２７０からなる回路は、特許請求の範囲
に記載の撮像部の一例である。
【００３８】
　［信号処理チップの構成例］
　図４は、第１の実施の形態における信号処理チップ３００の一構成例を示すブロック図
である。この信号処理チップ３００は、ＰＬＬブロック３１０、分周器ブロック３２０、
故障検知部３３０、信号処理部４００および復帰処理部４１０を備える。
【００３９】
　ＰＬＬブロック３１０は、クロック信号ＣＬＫXtalを逓倍するものである。このＰＬＬ
ブロック３１０は、逓倍した信号をクロック信号ＣＬＫPLLとして分周器ブロック３２０
に供給する。
【００４０】
　分周器ブロック３２０は、クロック信号ＣＬＫPLLを分周するものである。この分周器
ブロック３２０は、分周した信号をクロック信号ＣＬＫDIVとして故障検知部３３０およ
び信号処理部４００に供給する。このクロック信号ＣＬＫDIVは、３つのクロック信号を
含み、３本の信号線を介して伝送される。図４では、記載の便宜上、この３本の信号線を
１本にまとめて記載している。
【００４１】
　信号処理部４００は、画像データに対して所定の信号処理を行うものである。この信号
処理部４００は、ＣＤＳ（Correlated Double Sampling）処理、ホワイトバランス処理お
よび合成処理などの複数の信号処理を行う。合成処理としては、３次元ノイズリダクショ
ンやワイドダイナミックレンジ合成などが実行される。それぞれの信号処理は、クロック
信号ＣＬＫIMGやクロック信号ＣＬＫDIVに同期して実行される。信号処理部４００は、信
号処理後の画像データをバックエンドチップ１２０に供給する。
【００４２】
　故障検知部３３０は、車載カメラ１００において生じた故障を検知するものである。こ
の故障検知部３３０は、所定の検知タイミングにおいて、クロック信号ＣＬＫXtal、ＣＬ
ＫPLL、ＣＬＫDIVおよびＣＬＫIMGに基づいて、監視対象のブロックのそれぞれについて
故障を検知する。監視対象のブロックは、例えば、水晶発振器１１０、撮像素子２００、
ＰＬＬブロック３１０および分周器ブロック３２０である。故障検知部３３０は、監視対
象のブロックごとに、故障の有無を示す故障フラグを生成し、復帰処理部４１０に供給す



(9) JP 2017-199104 A 2017.11.2

10

20

30

40

50

る。
【００４３】
　復帰処理部４１０は、故障個所を復帰する処理を行うものである。この復帰処理部４１
０の機能は、例えば、ＣＰＵ（Central Processing Unit）がプログラムを実行すること
により実現される。また、復帰処理部４１０は、ステータス情報を生成してバックエンド
チップ１２０に供給する。
【００４４】
　［ＰＬＬブロックの構成例］
　図５は、第１の実施の形態におけるＰＬＬブロック３１０の一構成例を示すブロック図
である。このＰＬＬブロック３１０は、予備ＰＬＬ３１１、主ＰＬＬ３１２、レジスタ３
１３およびセレクタ３１４を備える。
【００４５】
　レジスタ３１３は、分周比ＮPLLを保持するものである。この分周比ＮPLLは、所定の実
数であり、復帰処理部４１０から供給される。
【００４６】
　予備ＰＬＬ３１１は、クロック信号ＣＬＫXtalを逓倍するものである。この予備ＰＬＬ
３１１は、レジスタ３１３から分周比ＮPLLを読み出し、クロック信号ＣＬＫXtalを逓倍
比１／ＮPLLで逓倍してクロック信号ＣＬＫPLL_Sを生成する。そして、予備ＰＬＬ３１１
は、クロック信号ＣＬＫPLL_Sをセレクタ３１４に供給する。なお、予備ＰＬＬ３１１は
、特許請求の範囲に記載の予備回路の一例である。
【００４７】
　主ＰＬＬ３１２は、クロック信号ＣＬＫXtalを逓倍するものである。この主ＰＬＬ３１
２は、レジスタ３１３から分周比ＮPLLを読み出し、クロック信号ＣＬＫXtalを逓倍比１
／ＮPLLで逓倍してクロック信号ＣＬＫPLL_Mを生成する。そして、主ＰＬＬ３１２は、ク
ロック信号ＣＬＫPLL_Mをセレクタ３１４に供給する。なお、主ＰＬＬ３１２は、特許請
求の範囲に記載の第２の周期信号生成部の一例である。
【００４８】
　セレクタ３１４は、クロック信号ＣＬＫPLL_Mとクロック信号ＣＬＫPLL_Sとのいずれか
を、復帰処理部４１０からの選択信号ＳＥＬPLLに従って選択するものである。このセレ
クタ３１４は、選択した信号をクロック信号ＣＬＫPLLとして分周器ブロック３２０に供
給する。
【００４９】
　［分周器ブロックの構成例］
　図６は、第１の実施の形態における分周器ブロック３２０の一構成例を示すブロック図
である。この分周器ブロック３２０は、主分周器３２１、３２２および３２３と、予備分
周器３２４と、レジスタ３２６と、セレクタ３２５、３２７、３２８および３２９とを備
える。
【００５０】
　レジスタ３２６は、分周比ＮDIV1、ＮDIV2およびＮDIV3を保持するものである。これら
の分周比は、所定の実数であり、復帰処理部４１０から供給される。なお、分周比ＮDIV1

、ＮDIV2およびＮDIV3を１つのレジスタ３２６に保持させているが、これらを複数のレジ
スタに分散して保持させてもよい。
【００５１】
　主分周器３２１は、クロック信号ＣＬＫPLLを分周するものである。この主分周器３２
１は、レジスタ３２６から分周比ＮDIV1を読み出し、その分周比でクロック信号ＣＬＫPL

Lを分周してクロック信号ＣＬＫDIV1_Mを生成する。そして、主分周器３２１は、クロッ
ク信号ＣＬＫDIV1_Mをセレクタ３２７に供給する。なお、主分周器３２１は、特許請求の
範囲に記載の第１の周期信号生成部の一例である。
【００５２】
　主分周器３２２は、分周比ＮDIV2により分周する点以外は、主分周器３２１と同様であ
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る。この主分周器３２２は、分周した信号をクロック信号ＣＬＫDIV2_Mとしてセレクタ３
２８に供給する。なお、主分周器３２２は、特許請求の範囲に記載の第２の周期信号生成
部の一例である。
【００５３】
　主分周器３２３は、分周比ＮDIV3により分周する点以外は、主分周器３２１と同様であ
る。この主分周器３２３は、分周した信号をクロック信号ＣＬＫDIV3_Mとしてセレクタ３
２９に供給する。なお、主分周器３２３は、特許請求の範囲に記載の第３の周期信号生成
部の一例である。
【００５４】
　予備分周器３２４は、セレクタ３２５からの分周比により分周する点以外は、主分周器
３２１と同様である。この予備分周器３２４は、分周した信号をクロック信号ＣＬＫDIV_

Sとしてセレクタ３２７、３２８および３２９に供給する。なお、予備分周器３２４は、
特許請求の範囲に記載の予備回路の一例である。
【００５５】
　セレクタ３２５は、復帰処理部４１０からの選択信号ＳＥＬDIV_Sに従って分周比ＮDIV

1、ＮDIV2およびＮDIV3のいずれかを予備分周器３２４に供給するものである。
【００５６】
　セレクタ３２７は、復帰処理部４１０からの選択信号ＳＥＬDIV1に従ってクロック信号
ＣＬＫDIV1_Mとクロック信号ＣＬＫDIV_Sとのいずれかを選択するものである。このセレ
クタ３２７は、選択した信号をクロック信号ＣＬＫDIV1として故障検知部３３０および信
号処理部４００に出力する。
【００５７】
　セレクタ３２８は、復帰処理部４１０からの選択信号ＳＥＬDIV2に従ってクロック信号
ＣＬＫDIV2_Mとクロック信号ＣＬＫDIV_Sとのいずれかを選択するものである。このセレ
クタ３２８は、選択した信号をクロック信号ＣＬＫDIV2として故障検知部３３０等に出力
する。
【００５８】
　セレクタ３２９は、復帰処理部４１０からの選択信号ＳＥＬDIV3に従ってクロック信号
ＣＬＫDIV3_Mとクロック信号ＣＬＫDIV_Sとのいずれかを選択するものである。このセレ
クタ３２９は、選択した信号をクロック信号ＣＬＫDIV3として故障検知部３３０等に出力
する。
【００５９】
　［故障検知部の構成例］
　図７は、第１の実施の形態における故障検知部３３０の一構成例を示すブロック図であ
る。この故障検知部３３０は、ＰＬＬ群故障検知部３４０および分周器ブロック故障検知
部３６０を備える。
【００６０】
　ＰＬＬ群故障検知部３４０は、ＰＬＬブロック３１０、撮像素子２００および水晶発振
器１１０のそれぞれについて故障を検知するものである。このＰＬＬ群故障検知部３４０
は、クロック信号ＣＬＫXtal、ＣＬＫPLLおよびＣＬＫIMGから故障フラグＦ_ＰＬＬ、Ｆ_
ＩＭＧおよびＦ_Ｘｔａｌを生成して復帰処理部４１０に供給する。ここで、故障フラグ
Ｆ_ＰＬＬは、ＰＬＬブロック３１０の故障の有無を示す。また、故障フラグＦ_ＩＭＧは
、撮像素子２００の故障の有無を示し、故障フラグＦ_Ｘｔａｌは、水晶発振器１１０の
故障の有無を示す。
【００６１】
　分周器ブロック故障検知部３６０は、分周器ブロック３２０内の主分周器３２１、３２
２および３２３のそれぞれについて故障を検知するものである。この分周器ブロック故障
検知部３６０は、クロック信号ＣＬＫDIV1、ＣＬＫDIV2およびＣＬＫDIV3から故障フラグ
Ｆ_ＤＩＶ１、Ｆ_ＤＩＶ２およびＦ_ＤＩＶ３を生成して復帰処理部４１０に供給する。
ここで、故障フラグＦ_ＤＩＶ１は、主分周器３２１の故障の有無を示す。また、故障フ
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ラグＦ_ＤＩＶ２は、主分周器３２２の故障の有無を示し、故障フラグＦ_ＤＩＶ３は、主
分周器３２３の故障の有無を示す。
【００６２】
　［ＰＬＬ群故障検知部の構成例］
　図８は、第１の実施の形態におけるＰＬＬ群故障検知部３４０の一構成例を示すブロッ
ク図である。このＰＬＬ群故障検知部３４０は、カウンタ３４１、３４２および３４３と
、比率判定ブロック３４４と、故障個所特定部３５１とを備える。
【００６３】
　カウンタ３４１は、水晶発振器１１０からのクロック信号ＣＬＫXtalに同期して計数値
ＣＮＴXtalを計数するものである。このカウンタ３４１は、計数値ＣＮＴXtalを比率判定
ブロック３４４に供給する。なお、カウンタ３４１は、特許請求の範囲に記載の第１のカ
ウンタの一例である。
【００６４】
　カウンタ３４２は、ＰＬＬブロック３１０からのクロック信号ＣＬＫPLLに同期して計
数値ＣＮＴPLLを計数するものである。このカウンタ３４２は、計数値ＣＮＴPLLを比率判
定ブロック３４４に供給する。なお、カウンタ３４２は、特許請求の範囲に記載の第２の
カウンタの一例である。
【００６５】
　カウンタ３４３は、撮像素子２００からのクロック信号ＣＬＫIMGに同期して計数値Ｃ
ＮＴIMGを計数するものである。このカウンタ３４３は、計数値ＣＮＴIMGを比率判定ブロ
ック３４４に供給する。なお、カウンタ３４３は、特許請求の範囲に記載の第３のカウン
タの一例である。
【００６６】
　また、カウンタ３４１、３４２および３４３は、復帰処理部４１０により生成されたリ
セット信号ＲＳＴ１が入力されると、計数値を初期値にする。この初期化のタイミングは
、設計者や使用者により任意に設定することができる。例えば、前述の検知イネーブルＥ
Ｎ_Ｄ１に連動して、復帰処理部４１０によりリセット信号ＲＳＴ１が生成される。
【００６７】
　比率判定ブロック３４４は、計数値ＣＮＴXtalおよびＣＮＴPLLの組と、計数値ＣＮＴP

LLおよびＣＮＴIMGの組と、計数値ＣＮＴIMGおよびＣＮＴXtalの組とのそれぞれについて
、比率が略一定値であるか否かを判定するものである。この比率判定ブロック３４４は、
比率判定部３４５、３４６および３４７を備える。
【００６８】
　比率判定部３４５は、所定のタイミング（計数値ＣＮＴXtalが設定値Ｃ１であるタイミ
ングなど）において、計数値ＣＮＴXtalと計数値ＣＮＴPLLとの比率が略一定値であるか
否かを判定するものである。
【００６９】
　例えば、比率判定部３４５は、ＣＮＴPLL／ＣＮＴXtalが（Ｃ２／Ｃ１）±α１の範囲
内であるか（すなわち、略一定値である）か否かを判定する。比率判定部３４５は、判定
結果を示す判定フラグＦ_ＰＬＬ・Ｘｔａｌを故障個所特定部３５１に供給する。この判
定フラグＦ_ＰＬＬ・Ｘｔａｌは、クロック信号ＣＬＫPLLとクロック信号ＣＬＫXtalとの
周波数の比率が略一定値であるか否かを示す。この比率が略一定値でない場合には、水晶
発振器１１０またはＰＬＬブロック３１０の停止や、それらの生成する周波数の関係が崩
れていることが想定される。このため、水晶発振器１１０およびＰＬＬブロック３１０の
いずれかの故障として扱われる。
【００７０】
　設定値Ｃ１およびＣ２には、それらの比率がＰＬＬブロック３１０の逓倍比１／ＮPLL

となる値が設定される。例えば、逓倍比１／ＮPLLが「５」である場合、Ｃ２／Ｃ１が「
５」となる値が設定される。
【００７１】
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　比率判定部３４６は、所定のタイミングにおいて、計数値ＣＮＴXtalと計数値ＣＮＴIM

Gとの比率が略一定値であるか否かを判定するものである。
【００７２】
　例えば、比率判定部３４６は、ＣＮＴIMG／ＣＮＴXtalが（Ｃ４／Ｃ３）±α２の範囲
内であるかか否かを判定する。比率判定部３４６は、判定結果を示す判定フラグＦ_ＩＭ
Ｇ・Ｘｔａｌを故障個所特定部３５１に供給する。この判定フラグＦ_ＩＭＧ・Ｘｔａｌ
は、クロック信号ＣＬＫIMGとクロック信号ＣＬＫXtalとの周波数の比率が略一定値であ
るか否かを示す。比率が略一定値でない場合には、水晶発振器１１０および撮像素子２０
０のいずれかの故障が推測される。
【００７３】
　設定値Ｃ３およびＣ４には、それらの比率が撮像素子２００の逓倍比１／ＮIMGとなる
値が設定される。
【００７４】
　比率判定部３４７は、所定のタイミングにおいて、計数値ＣＮＴPLLと計数値ＣＮＴIMG

との比率が略一定値であるか否かを判定するものである。
【００７５】
　例えば、比率判定部３４７は、ＣＮＴPLL／ＣＮＴIMGが（Ｃ６／Ｃ５）±α３の範囲内
であるかか否かを判定する。比率判定部３４７は、判定結果を示す判定フラグＦ_ＰＬＬ
・ＩＭＧを故障個所特定部３５１に供給する。この判定フラグＦ_ＰＬＬ・ＩＭＧは、ク
ロック信号ＣＬＫPLLとクロック信号ＣＬＫIMGとの周波数の比率が略一定値であるか否か
を示す。比率が略一定値でない場合には、ＰＬＬブロック３１０および撮像素子２００の
いずれかの故障が推測される。
【００７６】
　設定値Ｃ５およびＣ６には、それらの比率が、故障が無い理想的な状態のクロック信号
ＣＬＫIMGおよびＣＬＫPLLの周波数の比率となる値が設定される。例えば、理想的な状態
のクロック信号ＣＬＫIMGの周波数が１０メガヘルツ（ＭＨｚ）で、クロック信号ＣＬＫP

LLの周波数が２０メガヘルツ（ＭＨｚ）である場合、Ｃ６／Ｃ５が「２」となる値が設定
される。なお、理想的なクロック信号ＣＬＫIMGおよびＣＬＫPLLの周波数が同一である場
合には、Ｃ５およびＣ６のいずれかが比率判定部３４７に共通に設定される。
【００７７】
　故障個所特定部３５１は、水晶発振器１１０、ＰＬＬブロック３１０および撮像素子２
００のいずれかに故障が生じた際に故障個所を特定するものである。この故障個所特定部
３５１には、復帰処理部４１０により生成された検知イネーブルＥＮ_Ｄ１が入力される
。この検知イネーブルＥＮ_Ｄ１は、故障個所特定部３５１を動作させるか否かを示す信
号である。故障の検知を行うタイミングにおいて検知イネーブルＥＮ_Ｄ１にイネーブル
が設定される。
【００７８】
　検知イネーブルＥＮ_Ｄ１がイネーブルである場合に故障個所特定部３５１は、３つの
判定フラグから故障フラグＦ_ＰＬＬ、Ｆ_ＩＭＧおよびＦ_Ｘｔａｌを生成して復帰処理
部４１０に供給する。
【００７９】
　図９は、第１の実施の形態におけるＰＬＬ群故障検知部内の故障個所特定部３５１の動
作の一例を示す図である。検知イネーブルＥＮ_Ｄ１が「０」（ディセーブル）である場
合に故障個所特定部３５１は、故障フラグＦ_ＰＬＬ、Ｆ_ＩＭＧおよびＦ_Ｘｔａｌを全
て「０」（故障無し）にする。
【００８０】
　また、検知イネーブルＥＮ_Ｄ１が「１」（イネーブル）で、判定フラグが全て「０」
である場合に故障個所特定部３５１は、故障フラグＦ_ＰＬＬ、Ｆ_ＩＭＧおよびＦ_Ｘｔ
ａｌを全て「０」（故障無し）にする。
【００８１】
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　ここで、判定フラグには、監視対象の一対のクロック信号の周波数の比率が略一定であ
る場合に「０」が設定され、そうでない場合に「１」が設定されるものとする。また、水
晶発振器１１０、撮像素子２００およびＰＬＬブロック３１０は、同時に２つ以上が故障
しないものとする。
【００８２】
　検知イネーブルＥＮ_Ｄ１が「１」で、判定フラグＦ_ＰＬＬ・ＸｔａｌおよびＦ_ＰＬ
Ｌ・ＩＭＧのみが「１」である場合に故障個所特定部３５１は、故障フラグＦ_ＰＬＬの
みを「１」（故障有り）にする。
【００８３】
　前述したように判定フラグＦ_ＰＬＬ・Ｘｔａｌが「１」の場合には水晶発振器１１０
およびＰＬＬブロック３１０のいずれかの故障が推測される。また、判定フラグＦ_ＰＬ
Ｌ・ＩＭＧが「１」の場合にはＰＬＬブロック３１０および撮像素子２００のいずれかの
故障が推測される。したがって、故障個所特定部３５１は、それらの判定フラグに共通す
るＰＬＬブロック３１０において故障が生じていると判断することができる。
【００８４】
　また、検知イネーブルＥＮ_Ｄ１が「１」で、判定フラグＦ_ＩＭＧ・ＸｔａｌおよびＦ
_ＰＬＬ・ＩＭＧのみが「１」である場合に故障個所特定部３５１は、故障フラグＦ_ＩＭ
Ｇのみを「１」（故障有り）にする。検知イネーブルＥＮ_Ｄ１が「１」で、判定フラグ
Ｆ_ＰＬＬ・ＸｔａｌおよびＦ_ＩＭＧ・Ｘｔａｌのみが「１」である場合に故障個所特定
部３５１は、故障フラグＦ_Ｘｔａｌのみを「１」（故障有り）にする。
【００８５】
　このように、監視対象の３つのブロックのうち２つ以上が同時に故障しないと仮定する
と、いずれか１つの回路が故障した際に、その故障個所に対応する２つの判定フラグが「
１」になり、残りの判定フラグは「０」になる。このため、故障個所特定部３５１は、「
１」になった２つの判定フラグの組合せから故障個所を特定することができる。なお、Ｐ
ＬＬ群故障検知部３４０は、３つの判定フラグから３つのブロックの中の故障個所を特定
しているが、４つ以上の判定フラグから４つ以上のブロックの中の故障個所を特定しても
よい。分周器ブロック故障検知部３６０についても同様である。
【００８６】
　［分周器ブロック故障検知部の構成例］
　図１０は、第１の実施の形態における分周器ブロック故障検知部３６０の一構成例を示
すブロック図である。この分周器ブロック故障検知部３６０は、カウンタ３６１、３６２
および３６３と、比率判定ブロック３６４および故障個所特定部３６５を備える。
【００８７】
　カウンタ３６１は、分周器ブロック３２０からのクロック信号ＣＬＫDIV1に同期して計
数値ＣＮＴDIV1を計数するものである。このカウンタ３６１は、計数値ＣＮＴDIV1を比率
判定ブロック３６４に供給する。なお、カウンタ３６１は、特許請求の範囲に記載の第１
のカウンタの一例である。
【００８８】
　カウンタ３６２は、分周器ブロック３２０からのクロック信号ＣＬＫDIV2に同期して計
数値ＣＮＴDIV2を計数するものである。このカウンタ３６２は、計数値ＣＮＴDIV2を比率
判定ブロック３６４に供給する。なお、カウンタ３６２は、特許請求の範囲に記載の第２
のカウンタの一例である。
【００８９】
　カウンタ３６３は、分周器ブロック３２０からのクロック信号ＣＬＫDIV3に同期して計
数値ＣＮＴDIV3を計数するものである。このカウンタ３６３は、計数値ＣＮＴDIV3を比率
判定ブロック３６４に供給する。なお、カウンタ３６３は、特許請求の範囲に記載の第３
のカウンタの一例である。
【００９０】
　また、カウンタ３６１、３６２および３６３は、復帰処理部４１０により生成されたリ
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セット信号ＲＳＴ２が入力されると、計数値を初期値にする。例えば、前述の検知イネー
ブルＥＮ_Ｄ２に連動して、復帰処理部４１０によりリセット信号ＲＳＴ２が生成される
。
【００９１】
　比率判定ブロック３６４は、計数値ＣＮＴDIV1およびＣＮＴDIV2の組と、計数値ＣＮＴ

DIV2およびＣＮＴDIV3の組と、計数値ＣＮＴDIV1およびＣＮＴDIV3の組とのそれぞれにつ
いて、比率が略一定値であるか否かを判定するものである。この比率判定ブロック３６４
は、それぞれの判定結果を示す判定フラグＦ_ＤＩＶ１・ＤＩＶ２、Ｆ_ＤＩＶ２・ＤＩＶ
３およびＦ_ＤＩＶ１・ＤＩＶ３を故障個所特定部３６５に供給する。
【００９２】
　故障個所特定部３６５は、検知イネーブルＥＮ_Ｄ２がイネーブルである場合に３つの
判定フラグから故障フラグＦ_ＤＩＶ１、Ｆ_ＤＩＶ２およびＦ_ＤＩＶ３を生成して復帰
処理部４１０に供給する。
【００９３】
　図１１は、第１の実施の形態における分周器ブロック故障検知部３６０内の故障個所特
定部３６５の動作の一例を示す図である。
【００９４】
　検知イネーブルＥＮ_Ｄ２が「０」（ディセーブル）である場合に故障個所特定部３６
５は、故障フラグＦ_ＤＩＶ１、Ｆ_ＤＩＶ２およびＦ_ＤＩＶ３を全て「０」（故障無し
）にする。
【００９５】
　また、検知イネーブルＥＮ_Ｄ２が「１」（イネーブル）で、判定フラグが全て「０」
である場合に故障個所特定部３５１は、故障フラグＦ_ＤＩＶ１、Ｆ_ＤＩＶ２およびＦ_
ＤＩＶ３を全て「０」（故障無し）にする。
【００９６】
　検知イネーブルＥＮ_Ｄ２が「１」で、判定フラグＦ_ＤＩＶ１・ＤＩＶ２およびＦ_Ｄ
ＩＶ１・ＤＩＶ３のみが「１」である場合に故障個所特定部３５１は、故障フラグＦ_Ｄ
ＩＶ１のみを「１」（故障有り）にする。
【００９７】
　また、検知イネーブルＥＮ_Ｄ２が「１」で、判定フラグＦ_ＤＩＶ１・ＤＩＶ２および
Ｆ_ＤＩＶ２・ＤＩＶ３のみが「１」である場合に故障個所特定部３６５は、故障フラグ
Ｆ_ＤＩＶ２のみを「１」（故障有り）にする。検知イネーブルＥＮ_Ｄ１が「１」で、判
定フラグＦ_ＤＩＶ２・ＤＩＶ３およびＦ_ＤＩＶ１・ＤＩＶ３のみが「１」である場合に
故障個所特定部３６５は、故障フラグＦ_ＤＩＶ３のみを「１」（故障有り）にする。
【００９８】
　このように、故障個所特定部３６５は、３つの判定フラグから分周器ブロック３２０内
の３つの分周器のいずれに故障が生じたかを特定することができる。
【００９９】
　図１２は、第１の実施の形態における復帰処理部４１０の一構成例を示すブロック図で
ある。この復帰処理部４１０は、レジスタ再設定部４１１、予備回路切替え制御部４１２
およびステータス生成部４１３を備える。
【０１００】
　レジスタ再設定部４１１は、監視対象のブロックが故障した場合に、その故障個所のレ
ジスタに設定値を再度保持させるものである。このレジスタ再設定部４１１は、所定のタ
イミングで検知イネーブルＥＮ_Ｄ１およびＥＮ_Ｄ２をイネーブルにして故障の検知を開
始させる。また、故障の検知の開始時には、リセット信号ＲＳＴ１およびＲＳＴ２により
、カウンタがリセットされる。また、監視対象のクロック信号が非同期である場合も想定
すると、その際には誤差が蓄積していくことが考えられる。このため、検知開始時に加え
て、周波数の比率が略一定であるか否かが判定されるたびに、レジスタ再設定部４１１は
、カウンタをリセットさせる。
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【０１０１】
　故障の検知は周期的に行われ、その周期ＰDETは、システムに影響が出ないような一定
の閾値以内に設定される。例えば、周期ＰDETが、画像データ（フレーム）の撮像の周期
内に収まるように設定される。例えば、周期ＰDETは、フレームの撮像周期の１／４程度
に設定すれば、その撮像周期内に、故障の検知から復帰までの処理を完了することができ
る。周期ＰDETに対する閾値は、フレームの周期などに応じて、適宜、変更することがで
きる。
【０１０２】
　ここで、前述したように撮像素子２００内のレジスタには分周比ＮIMGが保持され、Ｐ
ＬＬブロック３１０内のレジスタには分周比ＮPLLが保持されている。また、分周器ブロ
ック３２０内のレジスタには分周比ＮDIV1乃至ＮDIV3が保持されている。ブロックの故障
の原因としては、ブロック内の回路の破損や配線の断線の他、ブロック内のレジスタのデ
ータ化けが想定される。データ化けにより故障が生じた際には、そのレジスタに設定値を
上書きずれば、故障から復帰する可能性がある。
【０１０３】
　そこで、レジスタ再設定部４１１は、レジスタが設けられたブロックに対応する故障フ
ラグＦ_ＩＭＧ、Ｆ_ＰＬＬ、Ｆ_ＤＩＶ１、Ｆ_ＤＩＶ２およびＦ_ＤＩＶ３のいずれかが
「１」である場合に、対応するレジスタに設定値を上書きする。レジスタ再設定部４１１
は、故障フラグＦ_ＩＭＧが「１」の場合に分周比ＮIMGを撮像素子２００に再度保持（上
書き）させ、故障フラグＦ_ＰＬＬが「１」の場合に分周比ＮPLLをＰＬＬブロック３１０
に再度保持させる。また、故障フラグＦ_ＤＩＶ１、Ｆ_ＤＩＶ２およびＦ_ＤＩＶ３のい
ずれかが「１」である場合にレジスタ再設定部４１１は、分周比ＮDIV1乃至ＮDIV3のうち
、故障個所に係る分周比を分周器ブロック３２０に再度保持させる。
【０１０４】
　そして、レジスタ再設定部４１１は、レジスタ上書きの後に故障フラグを監視し、故障
したブロックが故障から復帰したか否かを判断する。そして復帰した際にレジスタ再設定
部４１１は、復帰確認通知Ｒ_ＲＥＧをステータス生成部４１３に供給する。一方、復帰
に失敗した際にレジスタ再設定部４１１は、復帰に失敗したブロックを予備回路切替え制
御部４１２に通知して切替え制御を開始させる。
【０１０５】
　予備回路切替え制御部４１２は、レジスタ上書きによる復帰が失敗した際に、故障した
ブロック内の主回路を予備回路に切り替える制御を行うものである。回路に故障が生じた
際にレジスタ上書きを行っても復帰しない場合には、主回路の破損や配線の断線が生じて
いる可能性がある。この場合には、主回路を予備回路に切り替えることにより復帰する可
能性がある。
【０１０６】
　そこで、予備回路切替え制御部４１２は、レジスタ上書きによるＰＬＬブロック３１０
の復帰に失敗した際に選択信号ＳＥＬＰＬＬにより主ＰＬＬを予備ＰＬＬに切り替える。
また、レジスタ上書きによる分周器ブロック３２０の復帰に失敗した際に予備回路切替え
制御部４１２は、選択信号ＳＥＬDIV_SとＳＥＬDIV1乃至ＳＥＬDIV3とにより、故障した
主分周器を予備分周器に切り替える。
【０１０７】
　そして、予備回路切替え制御部４１２は、予備回路への切替え後に故障フラグＦ_ＰＬ
Ｌと故障フラグＦ_ＤＩＶ１乃至Ｆ_ＤＩＶ３とを監視して故障から復帰したか否かを判断
する。そして、復帰した際に予備回路切替え制御部４１２は、復帰確認通知Ｒ_ＳＥＬを
ステータス生成部４１３に供給する。
【０１０８】
　ステータス生成部４１３は、ステータス情報を生成するものである。このステータス情
報は、監視対象のブロックのそれぞれのエラーステータスを含む。例えば、エラーステー
タスは、「正常」、「復帰中」および「故障中」に分類される。「正常」は、ブロックに
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故障が生じていない状態を示す。「復帰中」は、ブロックに対して復帰処理が実行されて
いる状態を示す。「故障中」は、ブロックに、復帰不可能な故障が生じていることを示す
。エラーステータスの初期状態は、「正常」に設定される。
【０１０９】
　ステータス生成部４１３は、復帰処理が可能なブロックに故障が生じた際に、そのブロ
ックのステータスを「正常」から「復帰中」に遷移させる。そして、ステータス生成部４
１３は、復帰処理の成否に応じて、ステータスを「復帰中」から「正常」または「故障中
」に遷移させる。
【０１１０】
　一方、復帰処理が不可能なブロックに故障が生じた際に、ステータス生成部４１３は、
そのブロックのステータスを「故障中」に遷移させる。例えば、水晶発振器１１０には、
レジスタや予備回路が設けられていないため、復帰処理を行うことができない。このため
、水晶発振器１１０に故障が生じた際には、そのステータスは「故障中」となる。
【０１１１】
　なお、車載カメラ１００では、水晶発振器１１０、撮像素子２００、ＰＬＬブロック３
１０および分周器ブロック３２０を監視しているが、クロック信号などの周期信号を生成
するブロックであれば、これら以外のブロックを監視してもよい。また、車載カメラ１０
０は、水晶発振器１１０、撮像素子２００、ＰＬＬブロック３１０および分周器ブロック
３２０の全てを監視しているが、これらの一部のみを監視する構成であってもよい。
【０１１２】
　また、水晶発振器１１０および撮像素子２００には予備回路を設けていないが、これら
の少なくとも一方に予備回路を設けてもよい。また、撮像素子２００、ＰＬＬブロック３
１０および分周器ブロック３２０にレジスタを設けているが、これらの少なくとも１つに
レジスタを設けない構成とすることもできる。また、ＰＬＬブロック３１０および分周器
ブロック３２０の両方に予備回路を設けているが、これらの少なくとも一方に予備回路を
設けない構成とすることもできる。それぞれのブロックにレジスタのみを設けるか、予備
回路のみを設けるか、あるいはレジスタおよび予備回路の両方を設けるかは、そのブロッ
クの重要性や安全性、コストなどを考慮して決定される。
【０１１３】
　また、復帰処理部４１０は、レジスタおよび予備回路の両方を設けたブロックに対して
レジスタの上書きと、予備回路への切替えとの両方を行っているが、レジスタの上書きを
行わない構成としてもよい。例えば、復帰処理の完了までの時間を短縮したい場合や、レ
ジスタの信頼性が高く、データ化けが生じる可能性が低い場合であれば、予備回路への切
替えのみを行う構成としてもよい。
【０１１４】
　図１３は、第１の実施の形態におけるステータス情報のデータ構成の一例を示す図であ
る。ステータス情報は、撮像素子２００、ＰＬＬブロック３１０、分周器ブロック３２０
内の３つの分周器、および、水晶発振器１１０のそれぞれのブロックのエラーステータス
を含む。初期状態においては、全てのエラーステータスは「正常」に設定される。
【０１１５】
　復帰処理が可能なブロック（例えば、ＰＬＬブロック３１０）で故障が生じた際には、
復帰処理部４１０は、レジスタ上書きや、予備回路への切替えを含む復帰処理を行う。復
帰処理中は、そのブロックのステータスは「復帰中」に設定される。復帰に失敗したブロ
ックのステータスには、「故障中」が設定される。
【０１１６】
　水晶発振器１１０に故障が生じた際には、バックエンドチップ１２０は、車載カメラ１
００全体の故障としてアラーム信号を出力する。
【０１１７】
　なお、ステータス情報の構成は、図１３に例示したものに限定されない。復帰処理部４
１０は、例えば、ブロックごとに、故障フラグと復帰確認通知とを含むステータス情報を
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生成してもよい。
【０１１８】
　図１４は、第１の実施の形態における復帰処理部４１０の動作の一例を示す図である。
この動作は、例えば、車載カメラ１００に電源が投入されたときに開始される。復帰処理
部４１０は、検知タイミングにおいて故障フラグを参照して、いずれかのブロックに故障
があるか否かを判断する（ステップＳ９０１）。
【０１１９】
　いずれかのブロックに故障がある場合に（ステップＳ９０１：Ｙｅｓ）、復帰処理部４
１０は、水晶発振器１１０が故障したか否かを判断する（ステップＳ９０２）。故障個所
が水晶発振器１１０でない場合に（ステップＳ９０２：Ｎｏ）、復帰処理部４１０は、そ
のブロックが復帰中である旨をステータス情報によりバックエンドチップ１２０に通知す
る（ステップＳ９０３）。そして、復帰処理部４１０は、故障したブロックのレジスタの
上書きを行う（ステップＳ９０４）。
【０１２０】
　レジスタ上書きの後に復帰処理部４１０は、上書きを行ったブロックの故障フラグを監
視し、故障の有無を判断する（ステップＳ９０５）。故障がある場合に（ステップＳ９０
５：Ｙｅｓ）、復帰処理部４１０は、故障が生じたブロックに予備回路があるか否かを判
断する（ステップＳ９０６）。予備回路が有る場合に（ステップＳ９０６：Ｙｅｓ）、復
帰処理部４１０は、その予備回路への切替えを行う（ステップＳ９０７）。
【０１２１】
　予備回路への切替えの後に復帰処理部４１０は、切替えを行ったブロックの故障フラグ
を監視し、故障の有無を判断する（ステップＳ９０８）。水晶発振器１１０が故障した場
合（ステップＳ９０２：Ｙｅｓ）、予備回路が無い場合（ステップＳ９０６：Ｎｏ）、ま
たは、切替え後に故障がある場合（ステップＳ９０８：Ｙｅｓ）、復帰処理部４１０は、
ブロックが故障中である旨を通知する（ステップＳ９０９）。
【０１２２】
　一方、上書き後に故障が無い場合（ステップＳ９０５：Ｙｅｓ）、または、切替え後に
故障が無い場合（ステップＳ９０８：Ｎｏ）、復帰処理部４１０は、ブロックが正常中で
ある旨を通知する（ステップＳ９１０）。全てのブロックに故障がない場合に（ステップ
Ｓ９０１：Ｎｏ）、または、ステップＳ９１０の後に復帰処理部４１０は、ステップＳ９
０１以降を繰り返し実行する。
【０１２３】
　図１５は、第１の実施の形態における撮像素子２００が故障した際の車載カメラ１００
の動作の一例を示すシーケンス図である。故障検知部３３０は、撮像素子２００の故障を
検知し、故障フラグにより復帰処理部４１０に通知する。復帰処理部４１０は、復帰中を
バックエンドチップ１２０に通知するとともに、撮像素子２００に分周比を供給して、レ
ジスタの上書き制御を行う（ステップＳ９０４）。
【０１２４】
　そして、レジスタの上書き後に故障検知部３３０が撮像素子２００の故障を検知すると
、復帰処理部４１０は、撮像素子２００が故障中である旨をバックエンドチップ１２０に
通知する（ステップＳ９０９）。
【０１２５】
　このように、故障したブロックにレジスタがある場合に復帰処理部４１０は、そのレジ
スタの上書きにより復帰を試みる。
【０１２６】
　図１６は、第１の実施の形態におけるＰＬＬブロック３１０が故障した際の車載カメラ
の動作の一例を示すシーケンス図である。初期状態のＰＬＬブロック３１０において、主
ＰＬＬが、クロック信号ＣＬＫXtalを逓倍してクロック信号ＣＬＫPLLを生成する（ステ
ップＳ９１１）。
【０１２７】
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　そして、ＰＬＬブロック３１０で故障が生じると、故障検知部３３０は、ＰＬＬブロッ
ク３１０の故障を復帰処理部４１０に通知する。復帰処理部４１０は、復帰中をバックエ
ンドチップ１２０に通知するとともに、ＰＬＬブロック３１０に分周比を供給して、レジ
スタの上書き制御を行う（ステップＳ９０４）。
【０１２８】
　そして、レジスタの上書き後に故障検知部３３０がＰＬＬブロック３１０の故障を検知
すると、復帰処理部４１０は、ＰＬＬブロック３１０に選択信号を供給して予備回路への
切替え制御を行う（ステップＳ９０７）。ＰＬＬブロック３１０は、選択信号に従って予
備ＰＬＬに切り替える（ステップＳ９１２）。
【０１２９】
　予備ＰＬＬへの切替え後に故障検知部３３０がＰＬＬブロック３１０の故障を検知する
と、復帰処理部４１０は、ＰＬＬブロック３１０が故障中である旨をバックエンドチップ
１２０に通知する（ステップＳ９０９）。
【０１３０】
　上述したように故障したブロックにレジスタおよび予備回路の両方がある場合に復帰処
理部４１０は、レジスタの上書きにより復帰を試み、復帰できなければ予備回路への切替
えを行う。
【０１３１】
　このように、本技術の第１の実施の形態によれば、車載カメラ１００は、一対のクロッ
ク信号の周波数の比率が略一定であるか否かを示す３つの判定フラグから故障個所を特定
するため、クロック信号を生成する回路の故障の状態を正確に判断することができる。
【０１３２】
　［変形例］
　上述の第１の実施の形態では、予備回路への切替え前に予備回路の故障を検知していな
かった。ここで、故障を検知するには前述したようにカウンタにより一定期間計数する必
要がある。このため、切替え前に予備回路が既に故障していた場合には、切替え後の一定
期間後に、その予備回路の故障を検知して復帰処理を終了することとなり、復帰処理の終
了までの時間が長くなる問題がある。この第１の実施の形態の変形例の車載カメラ１００
は、復帰処理の終了までの時間を短くする点において第１の実施の形態と異なる。
【０１３３】
　図１７は、第１の実施の形態の変形例における分周器ブロック３２０の一構成例を示す
ブロック図である。この変形例の分周器ブロック３２０は、予備分周器３２４が、クロッ
ク信号ＣＬＫDIV_Sを、セレクタ３２７、３２８および３２９の他、故障検知部３３０に
も供給する点において第１の実施の形態と異なる。
【０１３４】
　図１８は、第１の実施の形態の変形例における分周器ブロック故障検知部３６０の一構
成例を示すブロック図である。この変形例の分周器ブロック故障検知部３６０は、比率判
定ブロック３６４および故障個所特定部３６５の代わりに、比率判定ブロック３７２およ
び故障個所特定部３７３を備え、カウンタ３７１をさらに備える点において第１の実施の
形態と異なる。
【０１３５】
　カウンタ３７１は、分周器ブロック３２０からのクロック信号ＣＬＫDIV_Sに同期して
計数値ＣＮＴDIVSを計数するものである。このカウンタ３７１は、計数値ＣＮＴDIVSを比
率判定ブロック３７２に供給する。また、カウンタ３７１は、リセット信号ＲＳＴ２が入
力されると、計数値を初期値にする。例えば、前述の検知イネーブルＥＮ_Ｄ２に連動し
て、復帰処理部４１０によりリセット信号ＲＳＴ２が生成される。
【０１３６】
　比率判定ブロック３７２は、４つの計数値から判定フラグＦ_ＤＩＶ１・ＤＩＶ２、Ｆ_
ＤＩＶ２・ＤＩＶ３およびＦ_ＤＩＶ１・ＤＩＶ３、Ｆ_ＤＩＶ１・ＤＩＶＳおよびＦ_Ｄ
ＩＶ１・ＤＩＶＳを生成して故障個所特定部３７３に供給する。ここで、判定フラグＦ_
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ＤＩＶ１・ＤＩＶＳは、計数値ＣＮＴDIV1と計数値ＣＮＴDIVSとの比率が略一定であるか
否かを示し、判定フラグＦ_ＤＩＶ２・ＤＩＶＳは、計数値ＣＮＴDIV2と計数値ＣＮＴDIV

Sとの比率が略一定であるか否かを示す。なお、比率判定ブロック３７２はＣＮＴDIV1お
よびＣＮＴDIV2とＣＮＴDIVSとから２つの判定フラグを生成しているが、ＣＮＴDIV1およ
びＣＮＴDIV2以外の組合せの２つの計数値とＣＮＴDIVSとから２つの判定フラグを生成し
てもよい。
【０１３７】
　故障個所特定部３７３は、５つの判定フラグから故障フラグＦ_ＤＩＶ１、Ｆ_ＤＩＶ２
、Ｆ_ＤＩＶ３およびＦ_ＤＩＶＳを生成して復帰処理部４１０に供給する。故障フラグＦ
_ＤＩＶＳは、予備分周器が故障しているか否かを示す。例えば、判定フラグＦ_ＤＩＶ１
・ＤＩＶＳおよびＦ_ＤＩＶ２・ＤＩＶＳが両方とも「１」の場合に故障フラグＦ_ＤＩＶ
Ｓに「１」が設定される。
【０１３８】
　復帰処理部４１０は、予備分周器への切替え前に故障フラグＦ_ＤＩＶＳを参照し、予
備回路が故障していなければ、切替えを行う。一方、予備分周器が故障していれば、復帰
処理部４１０は、切替えを行わずに、対応する分周器のステータスを「故障中」にして復
帰処理を終了する。これにより、切替え前に予備回路が故障していた際に、復帰処理の終
了までの時間を短くすることができる。
【０１３９】
　なお、故障検知部３３０は、ＰＬＬブロック３１０内の予備ＰＬＬが故障しているか否
かを検知していないが、分周器ブロック３２０と同様に、予備ＰＬＬについても故障を検
知してもよい。
【０１４０】
　図１９は、第１の実施の形態の変形例における復帰処理部４１０の動作の一例を示す図
である。この変形例の復帰処理部４１０の動作は、ステップＳ９１１をさらに実行する点
において第１の実施の形態と異なる。
【０１４１】
　復帰処理部４１０は、故障ブロックに予備回路がある場合に（ステップＳ９０６：Ｙｅ
ｓ）、予備回路が故障中であるか否かを判断する（ステップＳ９１１）。予備回路が故障
してない場合に（ステップＳ９１１：Ｎｏ）、復帰処理部４１０は、予備回路への切替え
を行う（ステップＳ９０７）。一方、予備回路が故障中の場合に（ステップＳ９０８：Ｙ
ｅｓ）、復帰処理部４１０は、そのブロックが故障中である旨を通知する（ステップＳ９
０９）。
【０１４２】
　このように、本技術の第１の実施の形態の変形例によれば、車載カメラ１００は、予備
分周器が故障しているか否かを判断し、故障していなければ切り替えるため、復帰処理の
終了までの時間を短くすることができる。
【０１４３】
　＜２．第２の実施の形態＞
　上述の第１の実施の形態では、信号処理チップ３００は画像データとステータス情報と
を別々に供給していた。しかし、この構成では、画像データを送信する信号線３０９と別
途にステータス情報を送信する信号線３０８を配線する必要があり、配線数が増大する。
また、画像データのみを送信する場合と比較して、ステータス情報の分、信号処理チップ
３００とバックエンドチップ１２０との間の通信量が増大してしまうおそれがある。この
第２の実施の形態の車載カメラ１００は、チップ間の配線数や通信量を削減した点におい
て第１の実施の形態と異なる。
【０１４４】
　図２０は、第２の実施の形態における信号処理チップ３００の一構成例を示すブロック
図である。この第２の実施の形態の信号処理チップ３００は、ステータス重畳部４２０を
さらに備える点において第１の実施の形態と異なる。ステータス重畳部４２０は、ステー
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タス情報を画像データに重畳してバックエンドチップ１２０に供給するものである。なお
、ステータス重畳部４２０は、特許請求の範囲に記載の重畳部の一例である。
【０１４５】
　図２１は、第２の実施の形態における画像データのデータ構成の一例を示す図である。
ＭＩＰＩ（Mobile Industry Processor Interface alliance）規格において画像データの
先頭には例えば、ＳＯＦ（Start of Frame）が配置される。また、画像データの末尾には
ＥＯＦ（End of Frame）が配置される。画像データは複数のラインを含む。ラインのそれ
ぞれの先頭にはＰＨ（Packet Header）が配置され、末尾にはＰＦ（Packet Footer）が配
置される。また、これらのラインは、有効画像データ出力ラインと、エンベデッドデータ
出力ライン（ＦｒａｍｅＩｎｆｏＬｉｎｅ）とに分類される。このＦｒａｍｅＩｎｆｏＬ
ｉｎｅには画像データに関連する各種の情報が格納される。ステータス情報は、例えば、
このＦｒａｍｅＩｎｆｏＬｉｎｅに格納される。なお、ステータス情報を格納することが
できるのであれば、画像データの構成は、同図に例示したものに限定されない。
【０１４６】
　図２２は、第２の実施の形態におけるステータス情報の格納場所の一例を示す図である
。ＦｒａｍｅＩｎｆｏＬｉｎｅにおいて、１番目の画素の位置にデータ数が格納され、２
番目の画素の位置にフレームカウントが格納される。そして、３番目の画素の位置にステ
ータス情報が格納される。
【０１４７】
　このように、本技術の第２の実施の形態によれば、信号処理チップ３００は、画像デー
タにステータス情報を重畳してバックエンドチップ１２０に供給するため、重畳しない場
合と比較してチップ間の配線数や通信量を削減することができる。
【０１４８】
　なお、上述の実施の形態は本技術を具現化するための一例を示したものであり、実施の
形態における事項と、特許請求の範囲における発明特定事項とはそれぞれ対応関係を有す
る。同様に、特許請求の範囲における発明特定事項と、これと同一名称を付した本技術の
実施の形態における事項とはそれぞれ対応関係を有する。ただし、本技術は実施の形態に
限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において実施の形態に種々の変形を
施すことにより具現化することができる。
【０１４９】
　また、上述の実施の形態において説明した処理手順は、これら一連の手順を有する方法
として捉えてもよく、また、これら一連の手順をコンピュータに実行させるためのプログ
ラム乃至そのプログラムを記憶する記録媒体として捉えてもよい。この記録媒体として、
例えば、ＣＤ（Compact Disc）、ＭＤ（MiniDisc）、ＤＶＤ（Digital Versatile Disc）
、メモリカード、ブルーレイディスク（Blu-ray（登録商標）Disc）等を用いることがで
きる。
【０１５０】
　なお、ここに記載された効果は必ずしも限定されるものではなく、本開示中に記載され
たいずれかの効果であってもよい。
【０１５１】
　なお、本技術は以下のような構成もとることができる。
（１）第１の周期信号を生成する第１の周期信号生成部と、
　前記第１の周期信号から第２の周期信号を生成する第２の周期信号生成部と、
　前記第１の周期信号から第３の周期信号を生成する第３の周期信号生成部と、
　前記第１および第２の前記周期信号の組と前記第２および第３の前記周期信号の組と前
記第１および第３の前記周期信号の組とのそれぞれについて前記組内の一対の周期信号の
周波数の比率が略一定であるか否かを判定する判定部と、
　２つの前記組において前記比率が略一定でない場合には前記第１、第２および第３の周
期信号生成部のうち前記２つの組に共通に含まれる周期信号に対応する周期信号生成部を
故障個所として特定する故障個所特定部と
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を具備する半導体装置。
（２）前記特定された故障個所を復帰させる復帰処理を行う復帰処理部をさらに具備する
前記（１）記載の半導体装置。
（３）少なくとも１つの前記組について当該組内の前記比率の設定値を保持するレジスタ
をさらに具備し、
　前記第１、第２および第３の周期信号生成部の少なくとも１つは前記設定値に基づいて
周期信号を生成し、
　前記復帰処理は、前記レジスタに前記設定値を再度保持させる再設定処理を含む
前記（２）記載の半導体装置。
（４）予備周期信号を生成する予備回路をさらに具備し、
　前記復帰処理は、前記第１、第２および第３の周期信号のうち前記故障個所に対応する
周期信号の代わりに前記予備周期信号を前記判定部に出力させる切替え処理を含む
前記（３）記載の半導体装置。
（５）前記判定部は、前記第１、第２および第３の周期信号のうち複数の信号と前記予備
周期信号との組について前記比率が略一定であるか否かをさらに判定し、
　前記故障個所特定部は、前記第１、第２および第３の周期信号生成部と前記予備回路と
のいずれかを前記故障個所として特定し、
　前記復帰処理部は、前記予備回路が故障していない場合には前記第１、第２および第３
の周期信号のうち前記故障個所に対応する周期信号の代わりに前記予備周期信号を前記判
定部に出力させる
前記（４）記載の半導体装置。
（６）前記復帰処理部は、前記再設定処理の後に前記切替え処理を行う
前記（４）または（５）に記載の半導体装置。
（７）前記第１の周期信号に同期して第１の計数値を計数する第１のカウンタと、
　前記第２の周期信号に同期して第２の計数値を計数する第２のカウンタと、
　前記第３の周期信号に同期して第３の計数値を計数する第３のカウンタと
をさらに具備し、
　前記判定部は、前記第１および第２の計数値の組と前記第２および第３の計数値の組と
前記第１および第３の計数値の組のそれぞれについて前記組内の一対の計数値の比率が略
一定値であるか否かを判定する
前記（１）から（６）のいずれかに記載の半導体装置。
（８）前記第１、第２および第３の周期信号のいずれかに同期して画像データを撮像する
撮像部と、
　前記特定された故障個所を示す情報を前記画像データに重畳する重畳部と
をさらに具備する
前記（１）から（７）のいずれかに記載の半導体装置。
（９）前記第１、第２および第３の周期信号生成部の少なくとも１つは、位相同期回路で
ある
前記（１）から（８）のいずれかに記載の半導体装置。
（１０）前記第１、第２および第３の周期信号生成部の少なくとも１つは、分周器である
前記（１）から（９）のいずれかに記載の半導体装置。
（１１）前記第１、第２および第３の周期信号生成部の少なくとも１つは、水晶発振器で
ある
前記（１）から（１０）のいずれかに記載の半導体装置。
（１２）前記第１および第２の前記周期信号の組と前記第２および第３の前記周期信号の
組と前記第１および第３の前記周期信号の組とのそれぞれについて前記組内の一対の周期
信号の周波数の比率が略一定であるか否かを判定する判定手順と、
　２つの前記組において前記比率が略一定でない場合には前記第１、第２および第３の周
期信号生成部のうち前記２つの組に共通に含まれる周期信号に対応する周期信号生成部を
故障個所として特定する故障個所特定手順と
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を具備する半導体装置の制御方法。
【符号の説明】
【０１５２】
　１００　車載カメラ
　１１０　水晶発振器
　１２０　バックエンドチップ
　２００　撮像素子
　２１０　垂直走査回路
　２２０　画素アレイ部
　２３０　タイミング制御回路
　２４０　カラムＡＤＣ
　２５０　水平走査回路
　２６０、３１０　ＰＬＬブロック
　２６１　ＰＬＬ
　２６２、３１３、３２６　レジスタ
　２７０　出力部
　３００　信号処理チップ
　３１１　予備ＰＬＬ
　３１２　主ＰＬＬ
　３１４、３２５、３２７、３２８、３２９　セレクタ
　３２０　分周器ブロック
　３２１、３２２、３２３　主分周器
　３２４　予備分周器
　３３０　故障検知部
　３４０　ＰＬＬ群故障検知部
　３４１、３４２、３４３、３６１、３６２、３６３、３７１　カウンタ
　３４４、３６４、３７２　比率判定ブロック
　３４５、３４６、３４７　比率判定部
　３５１、３６５、３７３　故障個所特定部
　３６０　分周器ブロック故障検知部
　４００　信号処理部
　４１０　復帰処理部
　４１１　レジスタ再設定部
　４１２　予備回路切替え制御部
　４１３　ステータス生成部
　４２０　ステータス重畳部
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